
平成28年5月27日
「これからの精神保健医療福祉に関する検討会～新たな地域精神保健医療体制のあり方分科会」

これからの地域精神科医療・保健・福祉体制
･･地域に根ざした精神科医療の視点から･･

（公社）日本精神神経科診療所協会

田川精二
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資料１



基本的な視点
【‘Hospital based’から‘Community based’へ、施策のコペルニックス的転換が必要】

#視点の転換；精神疾患は地域で発生する

#出発点の明確化；地域から

#到着点の明確化；地域へ

#強制ではなく主体的な暮らしを尊重･･豊かで安定し、充実した生活を送れるか

#あくまで例外的措置として位置づける強制入院、強硬な介入

・これまで、20万人とも言われる長期入院者をいかに地域に移行させるか・・が全ての中心として語られてきた。

・しかし、多くの長期入院者が退院したとして、それをサポートする体制が地域で貧弱であれば、せっかく退院した長期入院者がまた病院に
戻ってしまうことになる。長期入院者の問題を語る時にも、地域のサポート体制をいかに整備するかが根幹となる。

・地域に暮らす精神障害者は長期入院から退院してきた人たちだけではない。我が国には300万人とも言われる、今、地域で暮らす精神障害者が
いる。長期入院からの退院者だけを想定したプランでは大きく偏り、歪みが出るのは目に見えている。

・精神科病院の問題を語るだけではなく、こうした視点から、そろそろ地域のサポートシステムについてのグランドデザインを描いても良いの
ではないか。

・その時の視点は、‘Hospital based’ではなく‘Community based’でなければならない。何より精神疾患は地域の中で発生するのだから。

・精神科診療所は、地域に在り、精神科領域の中でも様々な専門性を持った医療を展開している。専門医がこれだけ地域の中に在り、さらにフ
リーアクセスで受診できるという環境は世界的にも珍しい。精神科診療所という社会資源を有効に活用し、我が国の精神科医療・保健・福祉が
もっと豊かで充実したものになるよう願ってやまない。
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わが国の精神科診療所は小規模診療所が大多数を占め、とりわけ医師一人の診療所が多い。
医師一人診療所での地域連携は時間的にも労力的にも限界があり、その力を飛躍的に高め、連携の鍵となるのは精神保健福祉士。
外来・精神保健福祉士が一人いると診療所機能は格段に高まり、水平連携型診療所としての活動がより可能になる。

新宿区の高田馬場駅近くに立地する小規模診療所
開業19年
地域と広域の患者が混在
生活保護指定医療機関（生活保護率19％）
医師１人
看護職 ０人
精神保健福祉士 １人
臨床心理士 パート３人が１日ずつ週３日勤務
医療事務 シフト制で常時２人態勢

小規模診療所が地域連携体制を形成し、地域に向けて力を発揮するとき：紫藤クリニック（新宿：東京都）

事例 70代女性 統合失調感情障害 独居；生活保護福祉事務所ＣＷ、ＣＭ、ヘルパー、ＤＳ等が関与
20代で発病し入院歴５回あり、結婚して２子を持つが、離婚。別の診療所に長年通院していたが、９年前
に主治医が引退して以来、当院に通院中。

質素な暮らしぶりで、長年の保護費の預金が判明したため、生活保護停止。保護停止後の生活不安や
支払いの管理、健康保険の手続きなどでパニックになり、入院希望が頻回になる。

ＰＳＷが本人宅を訪問し状況を確認。担当ＣＷに事情を聴き、保護廃止後の支払いの手続き等のフォ
ローを依頼。併せてＣＭへも状況説明し、サポートを依頼。

福祉事務所担当者が保護停止後も月に１回本人宅を訪問し、支払い等の金銭管理をサポート。福祉事
務所との関係が継続し、保護再申請までの間の安心が得られたことから徐々に安定した。

本人の金銭的不安から介護保険サービスを停止したいとの申し出があったが、サービス利用のメリット
を伝え、サービス継続となった。目先の不安を解消するための手段ではなく、長期的な視点で必要な資
源を選択できるように本人を支援し、関係機関へと繋いだ。

診察時の同席者;内訳（重複有り）

入所施設職員 ２４％（６/２５）

グループホーム職員１６％（４/２５）

作業所職員 １２％（３/２５）

福祉事務所職員 １２％（３/２５）

保健師 １２％（３/２５）

就労支援センター職員８％（２/２５）

ヘルパー ８％（２/２５）
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患者家族

本人(受診前）

病院SW

保健センター保健師

福祉事務所CW

就労継続支援B型スタッフ

本人（通院患者）

グループホーム精神保健福

祉士
仕事支援センター就労支援

コーディネーター
薬局薬剤師

精神保健福祉士の電話業
務（実件数:43件/月））

☆精神保健福祉士
･就労や生活などの相談

･訪問活動（家庭、居宅施設、通
所施設、職場、学校等）

･繋ぐ・・・同行見学、同行相談
等、他機関に繋ぐ

・他機関に繋いだ後、連携しな
がら支援
☆臨床心理士
･心理テストによる評価
･心理カウンセリング
☆看護師
･相談、訪問など*「青」は無報酬 3
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医療法人遙山会による地域精神医療福祉の展開 南彦根クリニック （彦根市、滋賀県）①

ＪＲ駅前の精神科診療所を中心に、その周辺徒歩圏内に相談支援事業所、地域活動支援センター、通所・訪問型自立訓練事業所、通過型グループホームを配
置。同一法人内で共通の理念に基づいて、医療と福祉の連携をはかる。
診療所家族会から出発した認定ＮＰＯ法人が自立支援事業所（就労移行、就労継続Ｂ型）の運営を行うとともに、
ピアカウンセラー養成講座、ピアサポートフォーラム、家族井戸端会議などの人材養成、地域啓発活動を行っている。

南彦根クリニックの基本情報 法人の施設

認定ＮＰＯ法人

外来通院患者数 1,300名
小規模デイケア 平均利用者11名/ １日
訪問看護 実数38名 延べ74名/１ヵ月
往診 1回

DR（精神保健指定医） 2人 (2）

NS（看護師） 6人（3）

PSW（精神保健福祉士） 4人（4）

CP（臨床心理士） 3人（2）

音楽療法士 1人

芸術療法士 1人

事務員 4人（3）
就労移行支援事業所

就労継続支援Ｂ型事業所

地域生活支援センター
委託相談支援事業所

地域活動支援センター1型

通所・訪問型生活訓練事業所

通過型グループホーム

1990年7月 設立（JR 南彦根駅前テナントビル）

1993年9月 患者家族会「土曜会」開始

1994年1月 精神科デイケア開始

1994年4月 思春期予約外来開始

1996年10月 すべて予約診察に移行

1999年7月 ＮＰＯ法人サタデーピア設立

1999年9月 医療法人設立

2000年11月 現住所に新築移転 院外処方箋発行へ移行

2001年4月 小規模作業所夢工房if開設
2002年4月 グループホームさくら開設

2006年8月 地域生活支援センターまな開設

2008年4月 夢工房if自立支援事業所へ移行

2012年3月 アウトリーチ部立上げ

2013年5月 生活訓練施設かな開設

2014年4月 グループホームすみれ開設

地域生活支援センター
計画相談 160名
一般相談 203名

ピアサポートクラブ
ピアカウンセラー養成講座 H28年5月～11月
ピアサポートフォーラム H28年3月

家族の井戸端会議

医療法人とNPO法人の連携会議を月一回、
地域生活支援センター・生活訓練施設・
就労支援事業所嘱託医ミーティングを
それぞれ月一回行うことで、共通の理念に
基づいて、医療と福祉の連携をはかっている生活訓練利用者 10名

地域のメンタルヘルス活動
・保健所嘱託医
・児童相談所嘱託医
・県立大学嘱託医
・O市役所メンタルヘルス相談

H28年4月の実績

NPO法人サタデーピアによるピア活動
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湖東こころのケアチーム研究会

湖東地域人口万対ベット数7.6
精神科医6名の呼びかけでＨ24年5月発足。
月一回事例検討会を重ねている。

湖東地域の関係機関が集い、顔の見える信頼関係を強め、地域連携モデルを進化発展させていくことを目
的。
「自分たちの地域のことは自分たちで」考えていこうとしている。
（参加）

総合病院精神科、精神科診療所３ヵ所、市立病院、県精神保健センター、保健所、市障害福祉課、市発達支
援室、相談支援事業所（委託2、指定2）、訪問看護ステーション３ヵ所、居宅介護事業所、就労支援事業所、
生活訓練施設、障害児支援事業所、働き暮らし応援センター、認定NPO法人、市消防、市教育委員会、法律
事務所etc

彦根市自殺未遂者対策ネットワーク

市立病院に救急搬送された自殺未遂者に対して、本人あるいは家族の同意
を得て相談連絡票を彦根市に送る。市障害福祉課は必要に応じて医療機関
に繋ぐ。

湖東こころのケアチーム研究会

医療法人遙山会 さまざまな職種・関係機関との連携 南彦根クリニック（彦根市、滋賀県）②

医療、福祉、教育、就労など様々な社会資源を結びつけて包括的、継続的に支援していく手法として開発された、NSS（日精診版地域生活支援）サービスを
積極的に活用している。

医療法人遙山会 地域に責任を持つ

NSSサービスの要件
・担当ケア（チーム）マネジャーを決める
・医師、利用者を含めた最低3人のケアチームを作る
・利用者を含めたケア（チーム）会議を開催する
・できるだけアウトリーチサービスを行う
・終結を意識した関わりをする

デイケア・訪問看護の半数でNSSサービスを実施。
生活訓練事業、就労移行支援事業では全例に実施。
医療と福祉の共通のツールとして活用。

NSSサービスは、期間限定のインテンシブなサービス。
6ヵ月毎に振り返りを行い、「支援に繋げていく支援」を行う。

当日対応が必要でない事例には、
彦根市内の2つの精神科診療所が協力し、隔月ごとに彦
根市自殺未遂者受診枠を
確保し、一週間以内に診察を行う体制

相談連絡票

於 地域生活支援センターまな 7





医学的な根拠と 本人の言葉に認知症ケアの原則がある  
根拠があっ て、 具体的である  
若年から 高齢者まで、 軽度から 高度まで  
スタ ッ フ は、 必要と さ れると き に必要なこ と だけに一緒に参加
する  

中心的な活動である 
社会参加活動は、 

現在も継続されています 

「 も の忘れカフ ェ 」 若年軽度認知症社会参加型デイ サービスユニッ ト 2004年　  

参加者の動向　 　 　 　 2011年10月～2016年3月末 

認知症者総参加者数　 57名 
若年認知症者47名、 高齢軽度認知症者10名(男性40名、 女性17名)　 　  

2016年3月末で30名が参加を終了　 う ち、 26名が介護認定を受けた 
介護認定までつながら ずに中止になっ た人　 ４ 名 
MCIの2名が地域活動等へ移行、 1名が身体疾患で入院、 1名は中止　  
認知症以外の参加者 
　 知的、 発達、 精神障がいを持つ人の参加　 　 21名 
　 社会に適応し づら い若者の参加　 　 　 　 　  　 22名 

自分たちの社会参加と 位置付けている参加者 
老人会から の参加　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３ 名 
家族ボラ ンテイ アと し ての参加　 　 　 ８ 名　 　  

２０１１年１０月から、若年認知症の人達が働く場として内職を受注して作業を行っ
ています。仕事の場は、次のステップ（介護保険サービス）へスムーズに移行できる
ことをめざし、若年認知症の方々を中心として、他の障がいをお持ちの方々やボラ
ンテイアさんと、共に働く場所として活動しています。 

「 仕事の場」 　 　 若年認知症の人たちを中心と し た働く 場 

（支援の空白の期間）   

「仕事の場 

「心理教育」   

「本人・家族交流会」   

診断→→→→→→→→→→→→介護保険　　

 

   
投薬だけ
の受診   

若
年
認
知
症 

高
齢
認
知
症

「もの忘れカフェ    

「支援の空白期間をなくす」：早期治療 

非薬物療法としての「もの忘れカフェ」「仕事の場」「心理教育」「本人・家族交流会」及び滋賀県からの委託を受けた「相
談センター」、様々な「多職種地域連携の会」について 医療法人藤本クリニック(守山市、滋賀県）②

活動概要と 目的 
 「 も の忘れサポート センタ ー・ し が」 は、 平成17年より 滋賀
県から の委託事業と し てスタ ート し 、 県内の認知症者・ ご家
族の自立を支える地域づく り や人材づく り のバッ ク アッ プ、
医療と 認知症介護のネッ ト ワーク の拠点と し て、 医療・ 福
祉・ 保健等の専門職に対する相談や技術支援等を行っ ている。  
認知症介護相談： 具体的な活動は、 認知症のご本人・ ご家族、 ケアマ

ネジャ ー・ 介護サービス事業者等の専門職、 また行政の方々か
ら の認知症に関する電話や面談を通じ た対応 

 
認知症現地相談： 介護サービスを提供する施設や事業所に担当者が出

向き 、 実践現場で相談、 助言等を行う  

活動実績（ 2005～2014）  
 
      ・ 認知症介護相談    3,967件 
 
      ・ 認知症現地相談      149回  

「 も の忘れサポート センタ ー・ し が」 の活動概要 
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• 35年前、精神疾患や障害を抱えた人たちを地域で支えていこうと診療所を開設した。診療所は、地域で暮らす人たちが望むこと、ニーズをくみ取りやすい立
地条件にある。生活の場での診療活動を通して、その都度、必要なものを用意してきた結果が現在の診療所の姿である。

• 通常の外来診療（診察室内診療と投薬）だけでは、症状や生活の改善を望めない、多様な生活問題、生きづらさを抱えた人たちが多数存在する。まずは外
来医療を手厚くして、寄り添いながら、症状とともに地域生活を修復し、安心して生活できるような支援体制を組むことが求められる。

• 当院では、回復に同行する支援者（精神保健福祉士等）が、関係づくりとともに、ケアマネジメント、患者さんの希望、ニーズに沿って、家族支援、相談支援、
訪問支援、同行支援を行うが、医師と組む精神保健福祉士をはじめとしたチームの存在が欠かせない。

• 地域生活にあっては、つなぐ支援が極めて重要である。院内のデイケア、訪問看護ステーション、院外の地域関係機関などへのつなぐ支援によって、通院者
は孤立せず、重症化を招かず、多くのつながりの中で安定して暮らしていけるものである。

• こうした活動に従事する診療所の精神保健福祉士の役割は大きく、相応の評価がなされ、制度的にも保障される必要がある。

アウトリーチ ２０１６．３．

医師の往診、訪問診療

往診・・１４件 （１３人）

在宅患者訪問診療

自宅・・１３３件（９４）

施設・・７７件 （７４）

訪問看護・訪問支援・・２５４件（１６１）

訪問看護ステーション・・３２８件（１１１）

ケア会議、カンファレンス 43回以上

多機能型精神科診療所における地域生活支援と精神保健福祉士の業務 三家クリニック（寝屋川市、大阪府）①
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就労経験あり, 
241名

就労経験なし

55名

就労支援以

外の

生活支援, 
590名

多機能型精神科診療所における地域生活支援の実際 三家クリニック（寝屋川市、大阪府）②

ひきこもり・未治療、未受診、医療中断者、外来ニートへの支援 ２０１３ 就労、就労継続支援 ２０１４

全患者数 約２２００人

・従来からの外来医療の課題である、ひきこもりや未治療、未受診、医療中断者など医療機関につながっていないひとたちへの対応について、当院での実践から、アウトリーチを交えて、多
職種チームで丁寧に支援すれば、多くの方は予想以上に変化し、就労など社会参加が果たせることが明らかになった。こうした活動は、地域社会のネットワークづくりにもなり、今後、地域で
の実践が期待されるが、外来にアウトリーチを行う多職種チームの存在が保障される必要がある。
・一方、通院して医療機関にはつながっているものの、他の社会資源や人とのつながりを欠き、社会参加できずに、不安定な生活を余儀なくされていて、時には病状の悪化も来しかねない
外来ニートと呼ばれる人たちは全国に70万人以上ともいわれている。この人たちが、就労したり、地域でその人らしく、希望を持って生活していけるよう、支援していくことは外来医療の喫緊
の課題である。そのためには、外来で精神保健福祉士がしっかりと寄り添い、就労支援機関や職場など地域社会へのつながりを支援していかなければならない。医療機関から地域の支援
機関につなぐ支援が求められている。
・上記の必要な支援を遂行するためには、精神科の外来に精神保健福祉士の存在は必要不可欠である。精神保健福祉士を配置し、多職種チームの存在を可能とする制度的な措置が講じ
られれば、地域の医療供給体制、地域連携機能は格段に向上し、地域の精神医療保健福祉の地図を大きく塗り替えることが可能になると予想される。
・なお、診療報酬上、タイムリーな支援を保障するため、医師の診察日と同日に行われる精神保健福祉士の活動についても算定が認められるべきである。また、精神科訪問看護は、患家に
赴く場合に限定されているが、就労支援や地域社会につなぐ支援を行う際には、支援機関や職場への同行、同伴の支援が重要であり、精神科訪問看護の弾力的な運用が必要である。

2%

23%

26%
7%

5%

20%

8%

1%

就労支援機関内訳A型事業所

B型事業所

就労移行支援事業所

障害者職業センター

職業訓練（職セン／ハローワーク）

その他（福祉工場）

相談支援事業所

就業・生活支援センター

ハローワーク

その他（民間派遣事業所/障害者枠）

うち、医療福祉相談室が関与しているものは４０％を超える。
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「精神科診療所における相談支援のあり方に関
する研究」報告書

(平成20年度障害者自立支援調査研究プロジェ
クト）

「精神科診療所における相談支援のあり方に関
する研究」報告書・CD

(平成21年度障害者自立支援調査研究プロジェ
クト）

「精神科診療所における地域生活支援の実態に
関する全国調査」報告書(平成25年度障害者総
合福祉推進事業）

社会生活支援（NSS）サービスシート利用の手
引き（書籍・CD）

平成25年度NSSサービス研究プロジェクトチーム

医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデ
ル事業報告書（平成26年度厚生労働省委託事
業）

医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデ
ル事業報告書

（平成27年度厚生労働省委託事業）

災害対策・支援マニュアル平成25年版

（災害対策支援事業）

トラウマを受けた子どもの心のケアリーフレット

（児童青少年問題関連委員会）

児童精神科医が処方するときに心がけているこ
と（学校版）

（児童青少年問題関連委員会）

児童精神科医が処方するときに心がけているこ
と（医療機関版）

（児童青少年問題関連委員会）

ブックレットにっせいしんNo1

（平成20年度）

「こころの健康とメタボリック・シンドローム」

「精神科診療所における相談支援のあり方に関
する研究」報告書

(平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェ
クト）

（公社）日本精神神経科診療所協会の取り組み
成果物・報告書
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ブックレットにっせいしんNo6

（平成25年度）

「おとなの発達障害」

ブックレットにっせいしんNo7

（平成26年度）

「精神障害のある人の雇用・就業支援」

ブックレットにっせいしんNo8

（平成27年度）

「睡眠の話」

第1回自殺調査報告書

（自殺対策プロジェクトチーム）

災害対策・支援マニュアル
平成25年版（災害対策支援
事業）

トラウマを受けた子どもの
心のケアリーフレット（児童
青少年問題関連委員会）

ブックレットにっせいしん
No1（平成20年度）

ブックレットにっせいしんNo2

（平成21年度）

「アディクション-依存症等へのアプローチ」

ブックレットにっせいしんNo3

（平成22年度）

「統合失調症-新しい見方と早期サポート」

ブックレットにっせいしんNo4

（平成23年度）

「災害とこころのケア」

ブックレットにっせいしん
No1（平成20年度）

ブックレットにっせいしんNo5

（平成24年度）

「産業メンタルヘルスーシンドロームで気づき、クリニックへ
つなぐ」
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まとめ ‘HOSPITAL BASED’から‘COMMUNITY BASED’へ・・

これまで、精神科病院長期入院者の地域移行の受け皿として「地域」が語られてきた。しかし、これからは
「地域」に視点をおき、「地域」からの精神科医療･保健･福祉を語らなければならない。‘Hospital based’か
ら‘Community based’への視点の転換である。

「指針」にも「外来医療の提供体制の整備・充実」「医療機関及び障害福祉サービス事業を行う者等との連
携を推進」等と、はっきり記載されている。これが真に実現されるよう、強く訴えたい。

まず、やる気のある精神科診療所がその力を発揮できる仕組みを作ることが大切である。

我が国の精神科診療所は、精神科領域内での色々な専門性を持ちながら活動しているが、小規模なもの
が多く、マンパワーも少ない。地域でこうした精神科診療所が、その力をより発揮するためには、様々な機
関と連携する必要がある。

様々な機関との地域連携には、それぞれの機関を繋いでいく役割が必要となる。その役割を担うのは、精
神保健福祉士を中心とした外来コメディカルである。外来コメディカルが配置されることで、地域連携機能
は飛躍的に強化されるが、報酬上適切な評価を受けていない。

地域連携が強化されることで、精神障害者に対する、自然で緩やかな地域包括ケア体制が形成される。こ
れは地域責任制の萌芽でもある。

様々な精神疾患領域において、上述した外来コメディカル等を配置した「地域連携機能強化型」精神科診
療所が可能になるような制度的、財源的措置が必要である。
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